年　月　日

JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る申請書


一般社団法人 日本UAS産業振興協議会（JUIDA）御中


住　所　　　
　
法人名　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　
スクール名


「●●●」の運営するJUIDA認定スクールにつき、下記の通り、一般社団法人 日本UAS産業振興協議会が提供するサービスである、JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約を申請いたします。
また、本申請書を提出し解約後は、貴協会の定める添付資料の「JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る条項」を遵守いたします。

記


1．本申請書により、解約を申請するJUIDA認定スクール
　●●●

2．JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス事業終了日
●●年●月●日

３．解約申請理由
●●●の為。





添付資料

JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る条項

（解約に係る合意）
第1条 一般社団法人日本UAS産業振興協議会（JUIDA）により提供されたサービスであるJUIDA国家ライセンススクール運営支援サービスに加入し、JUIDA 国家ライセンススクール運営事業を行っていたが、今般、JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る申請書に記載したスクール（以下、本スクールという。）について事業を終了させ、本スクールについては今後、一切、JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービスにて提供された教材・資料を用いて登録講習機関事業を行わないこととした。

[bookmark: _Hlk128420879]（権利の放棄）
第2条 事業終了日以降、本スクールについてJUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用規約第7条に定める一切の権利ならびに教材を使用する権利を放棄し、これらの権利を有しないことを確認する。また、JUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービスを通じJUIDAより提供された資料（講習事務規定届出に関する雛型、講師養成講座・管理者養成講座関連資料）を含むその他全ての資料を廃棄する。また、購入した教材に関しての複写転載を禁じるものとする。

[bookmark: _Hlk128420957](競業避止)
第3条 事業終了日以降、本スクールについてJUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用規約第12条に則り、JUIDA 国家ライセンススクール事業と類似する事業を自ら営み、もしくは第三者をして営ませ、または第三者の登録講習機関登録への登録または運営を支援する事業およびこれと類似する事業に参加してはならない。本条の規定は、契約解除日から 3 年を経ない限り、なお効力を有し存続するものとする。

（身分詐称の禁止）
第4条 事業終了日以降、本スクールについてJUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用を語るなど第三者が本スクールをJUIDA 国家ライセンススクール運営支援サービス利用スクールであると誤認する可能性のある行為を一切行わない。


（協議解決）
第5条 本条項に定めのない事項、または本条項の解決に関して疑義が生じたときは、誠意をもって協議の上、これを解決する。

（準拠法・裁判所）
第6条 JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る申請書は日本法を準拠法とし、JUIDA国家ライセンススクール運営支援サービス解約に係る申請書に関し紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上
